
公益社団法人

セ ー ブ ･ ザ ･

チ ルドレン ･

ジャパ ン

セ
ー

ブ■ ザ ･ チルドレン ･ ジャパ ン( 以 下 ､
5⊂J)

は震災後5 日目､ 宮城県に最初の『こどもひ

ろば』を開臥 以後､ 岩手県含め計19 ケ所を

運営｡ 現在は､ 避難所の終了に伴い避難所

における『こどもひろば』はすべて終了 ｡ しか

し､ 子 どもたちの ニ
ー ズが解消された状況で

はありません ｡ 復興 へ の取り組みが継続す

る中､ 子どもたちの健やかな成長を支える

場､ 機会､ 環境､ 組臥 仕組みづくりが求め

られています｡ S⊂J は､ 『こども☆はぐくみフ ァ

ンド』を通じ､ 活動支援金をN P O 等 へ 提供し､

子どもの生存 ･ 成長 ▲ 保護 1 参加を支援する

協働事業を中長期にわたり展開してまいり

ます｡

一 般財団法人

地域創造基金みやぎ
地域創造基金みやぎ(さなぶりファンド) は.

未曾有の東日本大震災の発生を
一

つ の契

機として
､ ( 特活) せんだい ･ み やぎN P O セン

タ ー

を母体に ､
2 0 1 1 年6 月2 0 日に設立されま

した｡ 同センタ
ー が20 0 1 年より運用してきた

経営資源仲介システム ｢ サポ ー ト資源提供

システム｣ の 蓄積をいかし､ 震災復興と復興 ;

にとどまらない市民活動等 へ の支援性資金

の受け皿となり､ 支操をしたい団体
･ 企業等

と
､ 支援を受けたいN P O 等 の活動をつなぐ仲

介型の コミュ ニ ティ財団です ｡

東北初の コミュ ニティ財団として､ 地域の

復興を廟う人々の想いや願いとともに ､ 次な

るまちの暮らしを創造して いくために ､ 各種

事業( 資金助成等)を実施し､ 地域社会の発

展に貢献して いきます｡
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【詳細は必ずウェ ブサイトに掲載してい る募集要項をご確認ください】

■ 手 業 趣 旨

東 日本大震災によっ て大きな被害が発生した3 県( 岩手県､ 宮城県､ 福島県) にて活動する0歳
～

1 8 歳まで の子どもを支援して いる市民活動団体を対象に支援金を提供する辛を通じて､ 以
下 の実現を園ります｡

1 ｣ 対象者の ニ
ー ズに合致した事業を支援する辛を通じた､ 子どもの生活環境の改善

2 ･ 被災地域におい て各種とりくみ におい て､ 子どもの権利に基づくアプロ ー

チ が広がること

■ 対象となる手業

岩手県､ 宮城県 ､ 福島県において ､ 団体が取り組む子 どもに関わるプロジェ クトと
､
プロジェク

ト実施団体の基盤強化

※子 ども: 0 歳 ～ 1 8 歳 ､ 及び親子支援 ､ 妊産婦支援を含む｡

■ 対象となる団体

1 ･ 法人格の有無を問わず ､ 岩手県､ 宮城県､ 福島県に活動拠点を有する市民活動団体
( N P O 法人 ､ 任意団体 ､ 社会福祉法人 ､ 社団法人) で ､ 今後も継続した活動を実施しようとす
る意志と能力がある事

2 ･ 子 どもの ニ
ー

ズと権利に基づき､ 子どもの自立と健全な成長に資する事業を行 っ て いる

団体

3 ･ ( 国籍を問わず) 0 歳 ～

1 8 歳の 子どもを対象とした事業を継続的に実施して いる団体

4 . 団体名称や活動に関する情報を発信､ 事業報告をすることができる団体
5 ･ 原則として ､ 当該事業分野における1 年間以上の活動実相を有する団体を優先
6 . 政治 ･ 宗教活動を目的とする団体で はない こと

7 ･ 公 益社国法人七 一 プ･ ザ ･ チ ルドレ ン ･ ジャパ ン のビジョン ･ ミッション に賛同する団体

【ビジョン】 セ ー

ブ･ ザ ･ チルドレ ンは､ す べ ての子どもにとって､ 生きる ･

育 つ
･

守られる
･

参加する｢ 子どもの権利Jが実現されて いる世界を目指します｡

【ミッ ション】セ ー

ブ･ ザ サ ルドレン は､ 世界中で ､ 子どもたちとの向き合い方に画期的な

変化を起こし､ 子どもたちの生活に迅速か つ永続的な変化をもたらします｡

■ 支 援∴期 間

20 1 3 年4 月1 日( 月) か ら2 0 1 4 年3 月3 1 日( 月) まで の 原貝他年間

※支援金は支援対象期間内に発生する経費にの み充当してください ｡

■ 支 援 金 鏑

1
.

一

団体あたりの上 限金額2 50 万 円
2 . 支援金の使途( 対象となる経費の種類専) は特に指定しません｡

3 . 支援金比率10 0 % の事業も応募可能
※ 申請総額lこ占める人件費の割合は､ 6 割を限度とします｡

※ 申請紛執 こ占める修繕費や補修費の割合は､ 2 割を限度とします｡
4 . 本助成金を充当する事業の総予算額は申請金線の2 倍程度を想定して います｡

■ 応 募 方 法

下記ホ
ー ム ペ ー ジや募集要項で応募に必要な書類を確認のうえ､ 申請書提出先に

お送りください ｡ 募集要項や申請書は下 記ホ ー ム ペ ー ジからダウン ロ ー ドできます｡
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